
政
令
第

号

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
号
ロ
中
「
（
電
源
」
を
「
及
び
有
機
エ
レ
ク
ト
ロ
ル
ミ
ネ
セ
ン
ス
式
の
も
の
（
い
ず
れ
も
電
源
」
に
、
「
及

び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
の
確
保
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、
有
機
エ
レ
ク
ト
ロ
ル

ミ
ネ
セ
ン
ス
式
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
を
特
定
家
庭
用
機
器
に
加
え
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


